
Ⅰ 経済センサス‐基礎調査の変更

第
１
回

第
２
回

第
３
回

１　計画の変
更
（１）変更の
背景

○

○

令和元年調査では、法人番号公表サイトから
法人情報（約160万法人）を追加した名簿で実
施した結果、母集団ＤＢのカバレッジが拡大。
他方、統計調査員等の負担軽減のため、基本
的事項（売上高、従業者数等）の把握は新規
把握事業所のみとしたため、存続事業所・企
業の基本的事項の更新が課題

総務省統計局は、母集団ＤＢの有用性向上の
ため、基本的事項の更新範囲や頻度、本調査
の実施の方向性について有識者を交えて検
討
・　複数事業所を持つ法人は、経済構造実態
調査や照会業務等により毎年更新
・　単独事業所法人及び個人経営の事業所
（雇用者あり）は、本調査により経済センサス‐
活動調査の中間年に一度更新
・　本調査は、民間事業者を活用したオンライ
ン・郵送調査により、経済センサス‐活動調査
の中間年に、５年周期で実施

●

（２）調査目
的の変更

○ 事業所及び企業の活動状況等の把握から、
基本的事項の把握を目的とする記載ぶりに変
更

●

（ ３ ） 調 査 対
象の範囲及
び報告者数
の変更

○ 個人経営の事業所（雇用者なし）については、
今後は５年に一度の経済センサス‐活動調査
において更新することとし、本調査の調査対
象から除外

● 【適当と整理】
（母集団ＤＢ更新の方向性に基づくものであり、統計調査員等
の負担軽減や費用対効果の観点から適当と評価。また、本
調査の調査対象名簿の整備については、行政記録情報や法
人番号サイト情報等を活用し、調査実施直前までの情報を反
映することとしており妥当と判断。なお、個人経営の事業所に
ついて雇用者の有無で区分することについては、労働保険情
報との整合性の観点から問題ないことを確認）

【委員からの主な意見】
◆個人経営の事業所（雇用者なし）の把握に関しては、将来
的に税情報を活用して把握できるようになることが望ましい。
◆副業やフリーランス等の多様な働き方が広まっている中
で、経済構造の的確な把握の観点から、個人経営の事業所
（雇用者なし）の調査頻度を上げることについて引き続き検討
してほしい。

【甲調査】 ●

○ 調査員調査を廃止し、国が民間事業者を活用
して、オンライン・郵送調査により実施

【適当と整理】
（既存事業所についても基本的事項を把握するため、オンラ
イン・郵送調査に変更するもの。地方公共団体及び統計調査
員の負担軽減等の観点から適当と評価。事前依頼はがきが
不達となった場合は、調査事務を受託した民間事業者が電話
やHP等で移転等情報を確認し、正しい送付先に調査票を送
付することを確認。また、民間事業者については、全国一律
の対応となるよう指導することを確認）

【委員からの主な意見】
◆大規模調査を行う場合、周知や情報提供が重要。ウェビ
ナー等により回答者に対する直接的な支援を検討してほし
い。
◆今後ナッジ手法を活用する際は、何が最もオンライン回答
への誘導に効果的であったか把握してほしい。

サービス統計・企業統計部会の審議状況について
（経済センサス‐基礎調査及び経済構造実態調査の変更）（報告）

変更内容等 審議の状況

部会審議

項　目

（４）調査方
法の変更

【適当と整理】
（今後の母集団DB更新の方向性やその中での本調査の役割
は妥当。また、本調査の変更の方向性については、過去の調
査方法と比較して、経済構造統計の体系的な整備や母集団
DBの適切な整備の観点から、メリットがデメリットを上回るも
のと評価。さらに、本調査を経済センサス‐活動調査の中間
年に一度の頻度で実施する必要性についても確認）

（調査目的の変更については、上記のほか、調査事項として
把握を予定している内容に対応したものであり適当と評価）

【委員からの主な意見】
◆母集団ＤＢの精度向上のためには、経済構造実態調査の
回答率向上や欠損のない回答を得るための努力を引き続き
お願いしたい。
◆より良い母集団ＤＢの整備には、事業所の移転や廃業の
情報の管理が重要であり、民間事業者を活用して確認を行う
際は、架電の回数などを仕様書に明記するなどにより、母集
団DBの質の確保につながるようお願いしたい。

資料３
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回
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回
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回

【甲調査】 ● ● 【評価については調整中】

① 本社一括調査とするため、「調査票Ａ」（支所と
なる事業所を有する企業等）と「調査票Ｂ」（そ
れ以外の事業所）を新設

② 従業者数に関する調査事項を縮減

③ 事業所の活動状態に関する調査事項を削除

④ 事業所の主な事業の内容について、「事業の
業態」欄を削除

⑤ 事業所の開設時期について、年月を記入する
方式から、調査年か調査年以前かを選択する
方式へ変更

⑥ 経営組織に関する選択肢について、「個人経
営（雇用者なし）」を追加

⑦ 経済構造実態調査及び個人企業経済調査と
重複する調査事項は回答不要とし、それぞれ
の調査から基礎調査へデータの移送を実施

【乙調査】 ●

① 職員数に関する調査事項を縮減

② 管理・運営を委託している事業所に関する事
項の削除

【甲調査】 ●

① 調査周期を「１回限り」から「５年周期」に変更

② 調査実施期間を「６月１日～翌年３月
31日」から「５月上旬～７月下旬」に変更

○ 甲調査については、令和元年調査では、事業
所の活動状況に関する集計と新規把握事業
所に関する集計のみであったが、今回は既存
事業所を含めて詳細な集計を行う予定

○ （５）調査事項の変更を踏まえた集計事項の変
更を予定

（８）公表の
期日の変更

○ 甲調査（速報）及び乙調査の公表を調査実施
翌年６月末日から同５月末日に１か月前倒し

● 【適当と整理】
（令和６年調査は、平成26年調査や令和３年活動調査と同
様、６月１日を調査期日として実施するため、両調査と同様の
公表スケジュールとするものであり適当と評価）

① 今回の調査結果については、調査票の配布
対象である新規把握事業所を中心に集計さ
れ、 既存の事業所との合算集計は、外観調
査により確認される事業所の活動状態に係る
事項に限定される。そのため、母集団ＤＢの情
報を用いた、いわゆる「レジスター統計」によ
り、我が国における事業所の全体像を表す統
計を作成し、本調査の公表後に参考提供する
ことについて検討すること。

● 【適当と整理】
（課題の趣旨に沿った対応がなされていることを確認。また、
経済構造実態調査において、令和４年調査の集計結果から、
個人経営の企業及び事業所を含む集計表を追加して公表す
ることとしており、今後も継続して我が国における事業所・企
業の全体像を表す統計が作成されることから、適当と評価）

② 母集団ＤＢのより的確な整備•更新のために
は、 照会業務とは別に、何らかの確認作業を
継続することが必要と考えられるが、それが、
今回計画される本調査の継続的な実施である
のか、別の方法によるものかについては、 現
時点では判断は困難である。
ついては、今回調査の実施状況も踏まえ、本
調査の在り方を含め、平成34年 (2022年）以
降における事業所の適切な確認作業の態様
について検討すること。

● 【適当と整理】
（前記１（１）のとおり検討され、今後の母集団ＤＢの整備方針
及び基礎調査の在り方が取りまとめられており、適当と評価）

（調査事項の変更は、母集団情報としての利用実績や活動調
査及び経済構造実態調査における調査事項の変更状況など
を踏まえ、調査事項の合理化等を図るもの。特に【甲調査】③
（前回新規把握事業所の活動状態を把握するために臨時に
設けられた事項の削除）は、オンライン・郵送調査への移行に
伴い休業や廃業の回答を事業所に求めることが事実上困難
となることを踏まえ、削除するもの。また、複数の調査票への
回答の重複排除も適切に図られることから、報告者負担の軽
減等にも資するもの）

【委員からの主な意見】
◆活動状態に関する調査事項は、報告者負担がそれほど大
きくなく、報告者自らが、本調査の調査対象となるか否かを判
断できるものであること、また、法人番号公表サイトのデータ
を用いることの検証にも活用できるため、残す余地もあるの
ではないか。
◆休業及び廃業の把握は重要であり、調査票の返送がな
かった場合、委託事業者によるきめ細やかなフォローが必
要。活動状態の調査事項の有効性について、更なる検討が
必要。
◆近年、事業所の休業や廃業の実態把握がより困難になり
つつあることを踏まえ、事業所の活動状態の把握方法や廃業
率等の算出方法などについて、母集団ＤＢや行政記録情報
の更なる活用可能性も含め、今後研究を進める必要がある
のではないか。

【適当と整理】
（調査の目的や調査事項の変更に伴うものであり、変更した
調査事項の全てが集計で用いられること、また、東京都及び
大阪府の意見として、集計結果を県民経済計算に有効に活
用できる見込みであることを確認し、統計利用者の利活用に
資するものであると評価）

項　目 変更内容等

部会審議

審議の状況

２ 統計委員
会諮問第113
号の答申（平
成30年８月
28日付け）に
おける「今後
の課題」への
対応状況

●（７）集計事
項の変更

【適当と整理】
調査周期については、前記１（１）のとおり、適当と整理。ま
た、調査実施期間については、調査の目的や調査方法の見
直しに伴うものであり、特に問題ないことを確認）

（５）調査事
項の変更

（６）報告を求
める期間の
変更
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２ 統計委員
会諮問第113
号の答申（平
成30年８月
28日付け）に
おける「今後
の課題」への
対応状況

③ 個人経営の事業所を含め、 経済活動の変化
や事業所形態の多様化をより的確に把握する
ため、更なる行政記録情報等の活用により、
引き続き母集団ＤＢの整備・充実を検討するこ
と。

● 【適当と整理】
（平成24年度から「商業・法人登記簿情報」及び「労働保険情
報」を活用した照会業務を実施しているほか、令和元年度か
らは、「建設業許可事業者名簿」の情報を令和３年活動調査
の名簿に取り込んだ上で調査を実施し、その結果を母集団Ｄ
Ｂに反映していること、また、更なる行政記録情報の活用の
可能性について検討したいとしていることから、取組の方向
性として適当と評価）

【委員からの主な意見】
◆行政記録情報の活用については、税情報を活用することで
より正確性が増すことから、関係機関との調整に継続して取
り組んでほしい。

Ⅱ 経済構造実態調査の変更

第
１
回

第
２
回

第
３
回

１　計画の変
更
（１）集計事
項の変更

○ 個人経営の企業及び事業所について、母集
団名簿情報を基に個票単位で推計して全体を
集計することにより、本調査の集計範囲を拡
大

● 【適当と整理】
（経済センサス-活動調査の集計範囲と同じ範囲のデータを
毎年提供することが可能となり、より一層のシームレス化が
達成されるもの。経済構造実態調査単独での利活用の充実
に加え、活動調査との連動性が更に向上し、基幹統計として
の経済構造統計体系全体として、従前以上に利活用の可能
性が期待されることから、適当と評価）

【委員からの主な意見】
◆集計範囲を拡大する部分については、伸び率を乗じた値に
することが望ましいことから、引き続きの検討をお願いした
い。

（ ２ ） 公 表 期
日の変更

○ 追加する集計表については、これまでの三次
公表に加え、四次公表として調査実施翌々年
の３月末までに公表することとし、公表の期日
を追加

● 【適当と整理】
（当該集計結果の優先度や集計作業に要する期間を勘案し
て設定したもの。経済センサス‐活動調査における同等の集
計表の公表時期よりも早期に提供するスケジュールとなって
おり、適当と評価）

○ 「支払利息」については、その利活用状況や
活動調査における調査事項の検討状況を踏
まえつつ、集計方法等の見直しを行うこと。

● 【引き続き状況を注視する必要】
（令和５年７月に支払利息を公表した後の利活用状況や活動
調査における調査事項の検討状況を踏まえ適切に対応した
いとしていることから、引き続き状況を注視する必要があると
整理）

【委員からの主な意見】
◆経済学者に限らず、会計や経営関係など幅広くヒアリング
の上、慎重に検討してほしい。

○ 本調査の将来的な調査項目の検討に当たっ
ては、「経済構造実態調査の変更等に係る部
会審議の際に出された意見について－支払
利息等の把握や電子商取引の実態把握の必
要性－」での指摘に留意すること。

● ● 【引き続き状況を注視する必要】
（統計委員会担当室が実施している「デジタライゼーションの
統計的把握に関する調査研究」の結果等を踏まえ、電子商取
引の実態把握について適切に検討したいとしていることから、
引き続き状況を注視する必要があると整理）

【委員からの主な意見】
◆電子商取引の把握は必要であるが、定義や目的を明確化
しないと回答が困難。また、対象の選定方法や粒度などの調
査設計が回答率に影響すると考えられる。どのような情報で
あれば回答を得られるかという視点で、事前のヒアリングや
試験調査を行うと良い。

審議の状況

審議の状況

２ 統計委員
会諮問第149
号の答申（令
和３年６月30
日付け）及び
総政審第
235-1号（令
和３年７月９
日付け）によ
る承認時に
指摘された
「今後の課
題」への対応
状況

項　目 変更内容等

部会審議

項　目 変更内容等

部会審議

（注）第１回（第115回サービス統計・企業統計部会）は、４月７日（金）に開催
　　　第２回（第116回サービス統計・企業統計部会）は、４月24日（月）に開催
　　　第３回（第117回サービス統計・企業統計部会）は、５月19日（金）に開催

3


